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○
基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
基
幹
放
送
局
（
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹

放
送
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
及
び
基
幹
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
設
の
根
本
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
放
送
局
（
放
送
試
験
局
、
放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験

衛
星
局
及
び
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
設
の
根
本
的

基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
中
の
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
本
条
に
示
す
と
お
り

と
す
る
。 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
中
の
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
本
条
に
示
す
と
お
り

と
す
る
。 

一 
｢

基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
」
と
は
、
基
幹
放
送
局
の
開
設
の

免
許
に
関
す
る
基
本
的
方
針
を
い
う
。 

一 

「
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
」
と
は
、
放
送
局
の
開
設
の
免
許
に

関
す
る
基
本
的
方
針
を
い
う
。 

二 

「
国
内
放
送
」
と
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
放
送
を
い
う
。 

二 

「
国
内
放
送
」
と
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
放
送
で
あ
つ
て
、
受
託
国
内
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

三 

削
除 

三 

「
受
託
国
内
放
送
」
と
は
、
他
人
の
委
託
に
よ
り
、
そ
の
放
送
番
組
を

国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放

送
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る

無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

四 

「
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
放
送
で
あ
つ
て
、
中
継
国
際
放
送
及
び
協
会
国
際
衛
星
放
送
以
外
の
も

の
を
い
う
。 

四 

「
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
放
送
で
あ
つ
て
、
中
継
国
際
放
送
及
び
受
託
協
会
国
際
放
送
以
外
の
も

の
を
い
う
。 

五 

「
中
継
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
放
送
事
業
者
（
外
国
に
お
い
て
放
送

事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を

五 

「
中
継
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
放
送
事
業
者
（
外
国
に
お
い
て
放
送

事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
の
委
託
に
よ
り
、
そ
の
放
送
番
組
を
外
国
に
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目
的
と
し
て
国
内
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
い
う
。 

お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送
を
い

う
。 

六 
「
協
会
国
際
衛
星
放
送
」
と
は
、
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
基
幹

放
送
局
又
は
外
国
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
（
人
工
衛
星
の
放

送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。 

六 

「
受
託
協
会
国
際
放
送
」
と
は
、
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と

い
う
。
）
の
委
託
に
よ
り
、
そ
の
放
送
番
組
を
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星

の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

七 

「
内
外
放
送
」
と
は
、
国
内
及
び
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
放
送
を
い
う
。 

七 

「
受
託
内
外
放
送
」
と
は
、
他
人
の
委
託
に
よ
り
、
そ
の
放
送
番
組
を

国
内
及
び
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送

信
す
る
放
送
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を

い
う
。 

八 

「
衛
星
基
幹
放
送
」
と
は
、
人
工
衛
星
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る

基
幹
放
送
を
い
う
。 

 

九 

「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
」
と
は
、
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移

動
す
る
も
の
に
設
置
し
て
使
用
し
、
又
は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
受

信
設
備
に
よ
り
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、

衛
星
基
幹
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

八 

「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
」
と
は
、
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す

る
も
の
に
設
置
し
て
使
用
し
、
又
は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
受
信
設

備
に
よ
り
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星

の
無
線
局
以
外
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

十 

「
地
上
基
幹
放
送
」
と
は
、
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、
衛
星
基
幹
放
送
及

び
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

 

十
一 

「
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
」
と
は
、
自
己
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務

に
用
い
る
無
線
局
を
い
う
。 

 

十
二 

「
放
送
の
種
類
」
と
は
、
中
波
放
送
、
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波

音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
放
送
等
の
種
別
を
い
う

九 

「
放
送
の
種
類
」
と
は
、
中
波
放
送
、
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音

声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
、
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
放
送
等
の
種
別
を
い
う
。 
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。 
十
三 

「
放
送
番
組
」
と
は
、
放
送
を
す
る
事
項
の
種
類
、
内
容
、
分
量
及

び
配
列
を
い
う
。 

 

十 

「
放
送
番
組
」
と
は
、
放
送
を
す
る
事
項
の
種
類
、
内
容
、
分
量
及
び

配
列
を
い
う
。 

十
四 

「
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
・
エ
リ
ア
」
と
は
、
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

局
の
地
上
波
電
界
強
度
（
以
下
「
電
界
強
度
」
と
い
う
。
）
が
毎
メ
ー
ト

ル
五
ボ
ル
ト
以
上
の
区
域
を
い
う
。 

十
一 

「
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
・
エ
リ
ア
」
と
は
、
中
波
放
送
を
行
う
放
送
局
の

地
上
波
電
界
強
度
（
以
下
「
電
界
強
度
」
と
い
う
。
）
が
毎
メ
ー
ト
ル
五

ボ
ル
ト
以
上
の
区
域
を
い
う
。 

十
五 

「
放
送
区
域
」
と
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
放
送
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
中
波
放
送
、
超
短
波

放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地

上
基
幹
放
送
に
限
る
。
）
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重

放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送

又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。 

十
二 

「
放
送
区
域
」
と
は
、
一
の
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の

及
び
衛
星
補
助
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委

員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
八
に
規
定
す
る

衛
星
補
助
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
放

送
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
限
る
。
）
、

超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声

多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー

タ
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。 

⑴ 

中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲

に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

⑴ 

中
波
放
送
を
行
う
放
送
局 

放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お

い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

 

区
域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 
 

区
域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 

 

高
雑
音
区
域 

一
〇
以
上 

五
〇
以
下 

 
 

高
雑
音
区
域 

一
〇
以
上 

五
〇
以
下 

 

 

中
雑
音
区
域 

二
以
上 

一
〇
未
満 

 
 

中
雑
音
区
域 

二
以
上 

一
〇
未
満 

 

 

低
雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

二
未
満 

 
 

低
雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

二
未
満 

 

⑵ 

超
短
波
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送

⑵ 

超
短
波
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
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を
行
う
基
幹
放
送
局 

を
行
う
放
送
局 

（
一
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る

も
の
と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る

電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る

区
域 

（
一
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の 

放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の

と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界

強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

 区
域 
電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 
 区

域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 

 高
雑
音
区
域 

三
以
上 

一
〇
以
下 

 
 高

雑
音
区
域 

三
以
上 

一
〇
以
下 

 

 中
雑
音
区
域 

一
以
上 

三
未
満 

 
 中

雑
音
区
域 

一
以
上 

三
未
満 

 

 低
雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

一
未
満 

 
 低

雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

一
未
満 

 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
一
セ
グ
メ
ン
ト
当
た
り
毎
メ
ー
ト

ル
〇
・
七
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の 

放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
一
セ
グ
メ
ン
ト
当
た
り
毎
メ
ー
ト
ル
〇

・
七
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

⑶ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
局 

⑶ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
放

送
局 

（
一
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の 

（
一
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の 

ア 

九
〇MHz

か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る

同
期
信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣

が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

ア 

九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の 

放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
同
期

信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告

示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

 

区
域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

 
 

区
域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
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） 

） 

 
高
雑
音
区
域 

一
〇
以
上 

二
五
以
下 

 
 

高
雑
音
区
域 

一
〇
以
上 

二
五
以
下 

 

 

中
雑
音
区
域 

三
以
上 

一
〇
未
満 

 
 

中
雑
音
区
域 

三
以
上 

一
〇
未
満 

 

 

低
雑
音
区
域 

〇
・
五
以
上 

三
未
満 

 
 

低
雑
音
区
域 

〇
・
五
以
上 

三
未
満 

 

イ 
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
三
ミ
リ
ボ
ル
ト
以

上
で
あ
る
区
域 

イ 

四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の 

 

放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
三
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ

る
区
域 

ウ 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ

に
お
け
る
同
期
信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
が

、
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
〇
・
〇
三
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
区

域 

ウ 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の 

 

放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ
に
お

け
る
同
期
信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎

平
方
メ
ー
ト
ル
〇
・
〇
三
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も

の
と
す
る
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の 

放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の

と
す
る
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

⑷ 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
）

を
行
う
基
幹
放
送
局 

⑷ 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
限
る
。
）
を
行

う
放
送
局 

（
一
） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す

る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
二
第
一
節

に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る

も
の
と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル√

（

（
一
） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す

る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
二
第
一
節

に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
も
の 

 
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の

と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル√

（
（



  

6 

（1.1
2

）2
×

n

＋
（0.3

2

）2
×

m

）
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域

（n

は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
のOFDM

フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
十
三
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
のOFDM

フ
レ
ー
ム
の

数
と
し
、m

は
同
項
のOFD

M

フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
一
セ
グ
メ
ン
ト
形

式
のOFDM
フ
レ
ー
ム
の
数
と
す
る
。
） 

1.12

）2
×

n

＋
（0.32

）2
×

m

）
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域
（n

は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
のOFDM

フ

レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
十
三
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
のOFDM

フ
レ
ー
ム
の
数

と
し
、m

は
同
項
のOFD

M

フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
一
セ
グ
メ
ン
ト
形
式

のOFDM

フ
レ
ー
ム
の
数
と
す
る
。
） 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
章
の
二
第
二
節
に
規
定
す

る
放
送
を
行
う
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル1.26

×
100.5

×
log

（B

／5.5
5

）
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域
（B

は
、
基
幹
放
送
局

の
使
用
す
る
周
波
数
帯
幅
（
単
位MHz

）
と
す
る
。
） 

 

（
二
） 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
章
の
二
第
二
節
に
規
定
す

る
放
送
を
行
う
も
の 

 

放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル1.26

×
100.5

×
log

（B

／

5.55

）
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域
（B

は
、
放
送
局
の
使
用
す
る

周
波
数
帯
幅
（
単
位MHz

）
と
す
る
。
） 

 

⑸ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重

放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局 

⑸ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重

放
送
を
行
う
放
送
局 

（
一
） 

九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る

も
の
と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る

電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る

区
域 

（
一
） 

九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の 

 

放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の

と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界

強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

 区
域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 
 区

域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル

） 

 

 高
雑
音
区
域 

五
以
上 

一
二
・
五
以
下 

 
 高

雑
音
区
域 

五
以
上 

一
二
・
五
以
下 

 

 中
雑
音
区
域 

一
・
五
以
上 

五
未
満 

 
 中

雑
音
区
域 

一
・
五
以
上 

五
未
満 

 

 低
雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

一
・
五
未
満 

 
 低

雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

一
・
五
未
満 

 

（
二
） 

四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

（
二
） 
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
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る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト

以
上
で
あ
る
区
域 

る
も
の 

 

放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上

で
あ
る
区
域 

（
三
） 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ
に

お
け
る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
〇
・
〇
〇
三
マ
イ

ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

（
三
） 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の 

 

放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ
に
お
け

る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
〇
・
〇
〇
三
マ
イ
ク
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

 
 

（
国
内
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
） 

第
三
条 

国
内
放
送
（
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
基
幹

放
送
局
は
、
次
の
各
号
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に

あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
当
該
基
幹
放

送
局
が
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
波
法
第
七
条
第
二

項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
以
外
の
地
上
基
幹
放

送
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
地
上
基
幹
放

送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
同
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
放
送

法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放

送
普
及
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た

め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
内
放
送
を
行
う
放
送
局
） 

第
三
条 

第
三
条 

国
内
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
次
の
各
号
（
受
信
障
害
対

策
中
継
放
送
を
行
う
放
送
局
又
は
衛
星
補
助
放
送
を
行
う
放
送
局
に
あ
っ
て

は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

    
 

一 

そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。

）
が
確
実
に
そ
の
事
業
の
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

一 

そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。

）
が
確
実
に
そ
の
事
業
の
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

二 

申
請
者
が
設
立
中
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
の
設
立
が
確
実

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
申
請
者
が
設
立
中
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
の
設
立
が
確
実

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

削
除 

三 

削
除 
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四 

削
除 

四 

そ
の
局
の
放
送
番
組
の
編
集
及
び
放
送
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

⑴ 

公
安
及
び
善
良
な
風
俗
を
害
し
な
い
こ
と
。 

⑵ 

政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

報
道
は
、
事
実
を
ま
げ
な
い
で
す
る
こ
と
。 

⑷ 

意
見
が
対
立
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
角

度
か
ら
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

⑸ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
以

下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
中
波
放

送
若
し
く
は
超
短
波
放
送
を
行
う
放
送
局
（
協
会
が
開
設
す
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
特
別
な
事
業
計
画
に
よ
る
も
の
を
除
き
、

次
の
放
送
が
い
ず
れ
も
行
わ
れ
、
か
つ
、
す
べ
て
の
放
送
の
間
に
調
和

が
保
た
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
一
） 

教
育
番
組
（
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
の
た
め
の
放
送
の
放

送
番
組
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
教
養
番
組
（
教
育
番
組
以
外

の
放
送
番
組
で
あ
つ
て
、
国
民
の
一
般
的
教
養
の
向
上
を
直
接
の
目

的
と
す
る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
の
放
送 

（
二
） 

報
道
を
目
的
と
し
て
行
う
放
送 

（
三
） 

娯
楽
を
目
的
と
し
て
行
う
放
送 

 

⑹ 

教
育
的
効
果
を
目
的
と
す
る
放
送
を
専
ら
行
う
放
送
局
で
あ
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
（
一
） 

一
週
間
の
放
送
時
間
（
補
完
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭

和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第

二
十
八
号
の
十
七
に
規
定
す
る
補
完
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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で
あ
つ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
映
像
に
伴
う
も
の
以
外
の
も
の

の
放
送
の
放
送
番
組
の
放
送
時
間
を
除
く
。
（
一
）
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
、
教
育
番
組
の
放
送
時
間
が
そ
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
番

組
の
放
送
時
間
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
残
り
の
放
送
時
間
の
大
部
分
が
教
養
番
組
の
放
送
に
よ

つ
て
占
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
補
完
放
送
で
あ
つ
て

、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
映
像
に
伴
う
も
の
以
外
の
も
の
の
放
送
を

行
う
と
き
は
、
教
育
番
組
又
は
教
養
番
組
を
で
き
る
限
り
多
く
設
け

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
二
） 

学
校
教
育
の
た
め
の
放
送
又
は
社
会
教
育
の
た
め
の
放
送
の

分
量
及
び
配
列
が
当
該
放
送
の
意
図
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
た

め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
三
） 

（
一
）
に
規
定
す
る
放
送
以
外
の
放
送
を
行
う
と
き
は
、
そ

の
内
容
、
分
量
及
び
配
列
が
（
一
）
に
規
定
す
る
放
送
の
実
施
に
支

障
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
放
送
の
効
果
を
阻
害
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑺ 

学
園
の
放
送
局
で
あ
る
と
き
は
、
⑹
に
か
か
わ
ら
ず
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
一
） 

一
週
間
の
放
送
時
間
に
お
い
て
、
そ
の
す
べ
て
が
学
園
が
設

置
す
る
大
学
（
以
下
「
放
送
大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育
課
程
に
定

め
る
授
業
科
目
の
授
業
と
し
て
行
わ
れ
る
放
送
（
以
下
「
授
業
放
送

」
と
い
う
。
）
及
び
放
送
大
学
に
関
す
る
告
知
放
送
に
よ
つ
て
占
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
二
） 
（
一
）
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
放
送
以
外
の
放
送
を
行
う
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と
き
は
、
そ
の
分
量
及
び
配
列
が
授
業
放
送
に
支
障
を
与
え
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑻ 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
条
の
五
の
規

定
に
よ
る
臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
の
た
め
の
放
送
（
以
下
「
臨
時
目
的

放
送
」
と
い
う
。
）
を
専
ら
行
う
放
送
局
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
放
送

番
組
は
、
当
該
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

 

⑼ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る

事
物
の
瞬
間
的
影
像
を
視
覚
障
害
者
に
対
し
て
説
明
す
る
た
め
の
音
声

そ
の
他
の
音
響
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
放
送
番
組
及
び
音
声
そ
の
他
の

音
響
を
聴
覚
障
害
者
に
対
し
て
説
明
す
る
た
め
の
文
字
又
は
図
形
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
放
送
番
組
を
で
き
る
限
り
多
く
設
け
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

 

⑽ 

申
請
者
（
学
園
及
び
放
送
法
第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
放
送
を
専
ら

行
う
放
送
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
⑿
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
の
対
象
と
す
る
者
に
応
じ
た

放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
を
定
め
、
か
つ
、
そ
の
基
準
に
従
つ
て
放
送

番
組
の
編
集
及
び
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑾ 

⑽
の
基
準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
場
合
に
は
、
放
送
法
第
三
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑿ 

申
請
者
は
、
放
送
法
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
番
組
審

議
機
関
（
以
下
「
審
議
機
関
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

 

⒀ 
教
育
番
組
に
つ
い
て
は
、
そ
の
放
送
の
対
象
と
す
る
者
が
明
確
で
、

内
容
が
そ
の
者
に
有
益
適
切
で
あ
り
、
組
織
的
か
つ
継
続
的
で
あ
る
よ
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う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
放
送
の
計
画
及
び
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
公

衆
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
番
組
が
学
校
向
け
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内

容
が
学
校
教
育
に
関
す
る
法
令
の
定
め
る
教
育
課
程
の
基
準
に
準
拠
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⒁ 

学
校
向
け
の
教
育
番
組
の
放
送
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
放
送
番
組

に
学
校
教
育
の
妨
げ
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
広
告
を
含
め
る
も
の
で
な

い
こ
と
。 

 

⒂ 

外
国
語
放
送
（
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員

会
規
則
第
十
号
）
別
表
第
一
号
（
注
）
十
六
の
外
国
語
放
送
を
い
う
。

）
を
行
う
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
国
際
交
流
の
増
進
を
目
的
と
し
て
、

外
国
語
に
よ
る
放
送
を
通
じ
て
日
本
人
が
海
外
の
文
化
、
産
業
そ
の
他

の
事
情
を
理
解
す
る
こ
と
及
び
本
邦
に
居
住
又
は
滞
在
す
る
多
く
の
国

籍
の
外
国
人
が
我
が
国
の
文
化
、
産
業
そ
の
他
の
事
情
を
理
解
す
る
こ

と
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⒃ 

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
一
の
放
送
局
の
放
送
区
域
内
に
お

い
て
又
は
放
送
区
域
の
大
部
分
を
共
通
に
し
て
二
以
上
の
放
送
局
が
あ

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
局
の
放
送
番
組
が
他
の
放
送
局
の
放
送

番
組
と
一
日
の
放
送
時
間
（
補
完
放
送
で
あ
つ
て
、
超
短
波
放
送
の
主

音
声
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
映
像
に
伴
う
も
の
以
外
の
も
の
の
放

送
の
放
送
番
組
の
放
送
時
間
を
除
く
。
）
の
三
分
の
一
以
上
完
全
に
同

一
の
も
の
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
放
送

局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
一
） 

放
送
の
種
類
を
異
に
す
る
放
送
局 

（
二
） 
同
一
周
波
数
に
よ
る
放
送
局 
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（
三
） 

放
送
試
験
局 

（
四
） 

総
務
大
臣
が
放
送
番
組
及
び
受
信
機
の
状
況
等
に
よ
り
そ
の

地
方
及
び
受
信
者
が
受
け
る
利
益
、
事
業
経
営
の
合
理
性
、
過
去
の

業
績
等
を
参
酌
し
、
公
益
上
特
に
開
設
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
放
送
局 

 

 

⒄ 

そ
の
局
（
放
送
試
験
局
及
び
放
送
試
験
衛
星
局
を
除
く
。
）
は
、
毎

日
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多

重
放
送
（
衛
星
系
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
放
送
局
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

⒅ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
（
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監

理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
別
表
第
一
号
（
注
）
十
五
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
放
送
局
（
当
該
放
送
の
電
波
に

重
畳
し
て
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ

て
は
、
⒄
に
か
か
わ
ら
ず
、
で
き
る
限
り
毎
日
（
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
、
教
養
文
化
活
動
等
の
活
動
に
資
す
る
た
め
の
施
設
で
あ

つ
て
季
節
的
に
利
用
さ
れ
る
も
の
の
整
備
さ
れ
た
区
域
に
お
け
る
季
節

的
な
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
放
送
局
に

あ
つ
て
は
、
当
該
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
に
必
要
な
期
間
内
に
お
い
て

で
き
る
限
り
毎
日
）
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⒆ 

申
請
者
（
学
園
を
除
く
。
）
は
、
災
害
に
関
す
る
放
送
を
行
う
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

 

⒇ 
申
請
者
は
、
特
定
の
者
か
ら
の
み
放
送
番
組
の
供
給
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
条
項
を
含
む
放
送
番
組
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
。 
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（
２
１
） 

そ
の
局
の
放
送
の
時
間
で
あ
つ
て
、
他
人
の
利
用
に
供
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
の
度
合
に
お
い
て
一
部
の
利
用
者
の
独

占
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

五 

そ
の
局
が
協
会
の
基
幹
放
送
局
で
あ
る
と
き
は
、
放
送
法
第
十
五
条
に

規
定
す
る
目
的
を
能
率
的
か
つ
経
済
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

五 

そ
の
局
が
協
会
の
放
送
局
で
あ
る
と
き
は
、
放
送
法
第
七
条
に
規
定
す

る
目
的
を
能
率
的
か
つ
経
済
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

六 

そ
の
局
が
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
又
は
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
で
あ
る

と
き
は
、
前
各
号
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
あ

つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
次
の
条
件
を

満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

六 

そ
の
局
が
放
送
試
験
局
又
は
放
送
試
験
衛
星
局
で
あ
る
と
き
は
、
前
各

号
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
放
送
局
又
は
衛
星
補
助
放
送
を
行

う
放
送
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か

、
次
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑴ 

試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
目
的
及
び
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か

つ
、
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
放
送
及
び
そ

の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 

試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
計
画
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑴ 

試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
目
的
及
び
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か

つ
、
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
放
送
及
び
そ

の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 

試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
計
画
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

放
送
番
組
は
、
そ
の
局
の
目
的
と
す
る
試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
た

め
に
必
要
な
範
囲
内
の
も
の
で
あ
り
、
他
人
の
営
業
に
関
す
る
広
告
を

含
む
も
の
で
な
い
こ
と
。 

２ 

再
免
許
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計

画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切

で
あ
る
こ
と
に
適
合
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
免
許
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
四
号
及
び
第
六
号
⑶
に
適
合
す
る
こ
と
は

、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ
の
基
幹
放
送
局
が
再
放
送
を
し
よ
う
と

す
る
地
上
基
幹
放
送
に
つ
い
て
発
生
し
て
い
る
受
信
の
障
害
を
能
率
的
に
解

消
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ
の
局
が
再
送
信
し
よ
う
と
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
に
つ
い
て
発
生
し
て
い
る
受
信
の
障
害
を
能
率
的
に
解
消
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%95%fa%91%97%96%40%91%e6%8e%b5%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000
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４ 

衛
星
補
助
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件

を
満
た
す
ほ
か
、
同
一
人
に
属
す
る
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
放
送
局
に
よ
る

放
送
の
受
信
が
困
難
な
区
域
に
お
い
て
当
該
放
送
の
受
信
の
改
善
を
図
る
上

で
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
） 

第
三
条
の
二 

衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
衛

星
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
が
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
で
あ
る
と
き
は

、
同
項
第
四
号
⑴
及
び
⑵
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
託
国
内
放
送
を
行
う
放
送
局
） 

第
三
条
の
二 

受
託
国
内
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ
の
局
が
放
送
試
験
衛
星
局
で
あ
る
と
き

は
、
同
項
第
六
号
⑴
及
び
⑵
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 
 

（
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
） 

第
四
条 

国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分

な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
つ
て
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す
る

こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に

適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
） 

第
四
条 

国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

そ
の
局
の
放
送
は
、
海
外
同
胞
向
け
の
適
切
な
報
道
番
組
及
び
娯
楽
番

組
を
有
す
る
も
の
又
は
我
が
国
の
文
化
、
産
業
そ
の
他
の
事
情
を
紹
介
し

て
我
が
国
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
培
い
、
及
び
普
及
す
る
こ
と
等
に
よ

つ
て
国
際
親
善
の
増
進
及
び
外
国
と
の
経
済
交
流
の
発
展
に
資
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

 

二 
申
請
者
は
、
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
の
対
象
と
す
る
者
に
応
じ
た

放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
を
定
め
、
か
つ
、
そ
の
基
準
に
従
つ
て
放
送
番

組
の
編
集
及
び
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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三 

申
請
者
は
、
審
議
機
関
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分
な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
確
実

に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

再
免
許
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計

画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切

で
あ
る
こ
と
に
適
合
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
免
許
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
各
号
に
適
合
す

る
こ
と
は
、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
中
継
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
） 

第
四
条
の
二 

中
継
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を

満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
中
継
国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
） 

第
四
条
の
二 

中
継
国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
局
に
よ
り
中
継
国
際
放
送
を
行
う
こ
と
が
我
が
国
の
国
際
放
送
の

受
信
改
善
を
図
る
上
で
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

一 

そ
の
局
に
よ
り
中
継
国
際
放
送
を
行
う
こ
と
が
我
が
国
の
国
際
放
送
の

受
信
改
善
を
図
る
上
で
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

二 

中
継
国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分
な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を

確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

中
継
国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分
な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を

確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

（
協
会
国
際
衛
星
放
送
等
を
行
う
基
幹
放
送
局
） 

第
四
条
の
三 

協
会
国
際
衛
星
放
送
又
は
内
外
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
受
託
協
会
国
際
放
送
等
を
行
う
放
送
局
） 

第
四
条
の
三 

受
託
協
会
国
際
放
送
又
は
受
託
内
外
放
送
を
行
う
放
送
局
は
、

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

（
基
幹
放
送
局
の
設
置
場
所
等
） 

第
五
条 

基
幹
放
送
局
の
空
中
線
装
置
は
、
航
空
の
安
全
そ
の
他
生
命
、
財
産

の
安
全
に
支
障
を
与
え
な
い
場
所
に
設
置
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

（
放
送
局
の
設
置
場
所
等
） 

第
五
条 
放
送
局
の
空
中
線
装
置
は
、
航
空
の
安
全
そ
の
他
生
命
、
財
産
の
安

全
に
支
障
を
与
え
な
い
場
所
に
設
置
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
六
条 

中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
が
そ
の
放
送
を
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
受

信
可
能
な
範
囲
を
最
大
に
し
、
か
つ
、
人
口
密
度
の
高
い
地
帯
に
お
け
る
他

の
放
送
の
受
信
と
の
混
信
を
避
け
る
た
め
に
適
切
な
場
所
と
な
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放

送
局
の
ブ
ラ
ン
ケ
ツ
ト
・
エ
リ
ア
内
の
世
帯
数
は
、
指
針
と
し
て
そ
の
基
幹

放
送
局
の
放
送
区
域
内
の
世
帯
数
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
六
条 

中
波
放
送
を
行
う
放
送
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
送
信

空
中
線
の
設
置
場
所
が
そ
の
放
送
を
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
受
信
可

能
な
範
囲
を
最
大
に
し
、
か
つ
、
人
口
密
度
の
高
い
地
帯
に
お
け
る
他
の
放

送
の
受
信
と
の
混
信
を
避
け
る
た
め
に
適
切
な
場
所
と
な
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
の
ブ

ラ
ン
ケ
ツ
ト
・
エ
リ
ア
内
の
世
帯
数
は
、
指
針
と
し
て
そ
の
放
送
局
の
放
送

区
域
内
の
世
帯
数
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
が
他

の
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
な
る

場
合
に
は
、
送
信
空
中
線
の
相
互
間
の
電
磁
的
結
合
等
に
よ
り
放
送
の
受
信

に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置

場
所
は
、
な
る
べ
く
他
の
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の

設
置
場
所
に
近
接
し
た
所
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
が
他
の
中

波
放
送
を
行
う
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
な
る
場
合
に
は

、
送
信
空
中
線
の
相
互
間
の
電
磁
的
結
合
等
に
よ
り
放
送
の
受
信
に
悪
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、

な
る
べ
く
他
の
中
波
放
送
を
行
う
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近

接
し
た
所
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

第
一
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共

の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当

該
条
件
の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
総
務
大
臣
は
、
免
許
人
に
対
し
当
該
放
送
の
受
信
に
対
す
る
妨
害
を
除

去
し
、
又
は
そ
の
他
の
正
当
な
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共

の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当

該
条
件
の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
総
務
大
臣
は
、
免
許
人
に
対
し
当
該
放
送
の
受
信
に
対
す
る
妨
害
を
除

去
し
、
又
は
そ
の
他
の
正
当
な
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

第
七
条 

超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超

短
波
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文

字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局

第
七
条 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超

短
波
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文

字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
（
人
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（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

指
針
と
し
て
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
針

と
し
て
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
、

設
置
場
所
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設

置
場
所
に
近
接
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
高
さ

並
び
に
実
効
輻
射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻
射
電
力
（
一
一
・
七
GHz
か
ら
一

二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ

レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
限
る
。
）

は
、
そ
の
放
送
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
そ
の
放
送
の
受
信
が
有
効

に
行
わ
れ
る
た
め
必
要
な
電
界
強
度
又
は
電
力
束
密
度
（
一
一
・
七
GHz
か

ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送

、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
限
る

。
）
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
、
設
置

場
所
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
他
の
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に

近
接
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
高
さ
並
び
に
実

効
輻
ふ
く
射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻
ふ
く
射
電
力
（
一
一
・
七
GHz
か
ら
一

二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ

レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、

そ
の
放
送
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
そ
の
放
送
の
受
信
が
有
効
に
行

わ
れ
る
た
め
必
要
な
電
界
強
度
又
は
電
力
束
密
度
（
一
一
・
七
GHz
か
ら
一

二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ

レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
場
合
に
限
る
。
）
を
生

ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
そ

の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
局
又
は
こ
れ
と
放
送
の
種
類
を
同
じ

く
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
基
幹
放
送

局
又
は
当
該
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は

大
部
分
と
共
通
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中

線
の
設
置
場
所
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
設
し

よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声

多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー

タ
多
重
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
九

〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
も
の
又
は
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で

二 

開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
そ
の
局

を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
局
又
は
こ
れ
と
放
送
の
種
類
を
同
じ
く
す

る
他
の
放
送
局
の
放
送
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
放
送
局
又
は
当
該
開

設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
共
通
と
な

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
（
テ

レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文

字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の

も
の
又
は
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
当
該
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の
も
の
で
あ
る
場
合
に
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波

数
が
そ
れ
ぞ
れ
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
も
の
又
は
九
〇
MHz
か

ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
基
幹
放
送

局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
が
互
い
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

電
波
の
能
率
的
な
使
用
上
適
当
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

他
の
放
送
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
そ
れ
ぞ
れ
四
七
〇
MHz
か
ら
七

七
〇
MHz
ま
で
の
も
の
又
は
九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
も
の
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
が
互
い

に
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
電
波
の
能
率
的
な
使
用
上
適
当
で
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共
の
福
祉

に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
条
件

の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共
の
福
祉

に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
条
件

の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
既
設
局
等
へ
の
妨
害
排
除
） 

（
既
設
局
等
へ
の
妨
害
排
除
） 

第
八
条 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
は
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に

よ
り
既
設
の
無
線
局
（
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く

は
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
て
い
る
受
信
設
備
の
運

用
又
は
電
波
の
監
視
（
総
務
大
臣
が
そ
の
公
示
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）
に
支
障
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
条 

開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
は
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り

既
設
の
無
線
局
（
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法

第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
て
い
る
受
信
設
備
の
運
用
又

は
電
波
の
監
視
（
総
務
大
臣
が
そ
の
公
示
す
る
場
所
に
お
い
て
行
な
う
も
の

に
限
る
。
）
に
支
障
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
基
幹
放
送
の
普
及
） 

第
九
条 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
は
、
第
三
条
及
び
第
六
条
か
ら
前

条
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
放

送
の
公
正
か
つ
能
率
的
な
普
及
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
送
の
普
及
） 

第
九
条 

開
設
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
は
、
第
三
条
及
び
第
六
条
か
ら
前
条
ま

で
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
放
送
の

公
正
か
つ
能
率
的
な
普
及
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
優
先
順
位
） 

第
十
条 

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
各
条
項
（
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現

の
自
由
享
有
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
◇
◇
◇
号

（
優
先
順
位
） 

第
十
条 
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
各
条
項
（
放
送
局
に
係
る
表
現
の
自
由
享

有
基
準
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
二
十
九
号
）
及
び
放
送
局
に
係
る
表
現

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%81%5a%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%95%fa%91%97%8b%c7%82%c9%8c%57%82%e9%95%5c%8c%bb%82%cc%8e%a9%97%52%8b%9d%97%4c%8a%ee%8f%80&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%81%5a%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%95%fa%91%97%8b%c7%82%c9%8c%57%82%e9%95%5c%8c%bb%82%cc%8e%a9%97%52%8b%9d%97%4c%8a%ee%8f%80&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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）
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
に
関
す
る
省
令
の

認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十

三
年
総
務
省
令
第
◇
◇
◇
号
）
の
各
条
項
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
適
合
す
る
基
幹
放
送
局
に
割
り
当
て
る
こ
と
の
で
き
る
周
波
数

が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
各
条
項
に
適
合
す
る
度
合
い
か
ら
見
て
最
も
公
共

の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
が
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
上
基
幹
放
送
に
係
る
優
先
順
位
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
定
地

上
基
幹
放
送
局
以
外
の
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の

当
該
免
許
の
申
請
及
び
当
該
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
地
上
基
幹
放
送
の

業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
申
請
を
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
の
申
請
に
相
当
す
る
一
の
申
請

と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

の
自
由
享
有
基
準
の
認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
特
例
を
定
め

る
省
令
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
三
十
号
）
の
各
条
項
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
放
送
局
に
割
り
当
て
る
こ
と
の
で
き

る
周
波
数
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
各
条
項
に
適
合
す
る
度
合
い
か
ら
見
て

最
も
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
が
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%81%5a%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%81%5a&REF_NAME=%95%fa%91%97%8b%c7%82%c9%8c%57%82%e9%95%5c%8c%bb%82%cc%8e%a9%97%52%8b%9d%97%4c%8a%ee%8f%80%82%cc%94%46%92%e8%95%fa%91%97%8e%9d%8a%94%89%ef%8e%d0%82%cc%8e%71%89%ef%8e%d0%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%82%f0%92%e8%82%df%82%e9%8f%c8%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%81%5a%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%81%5a&REF_NAME=%95%fa%91%97%8b%c7%82%c9%8c%57%82%e9%95%5c%8c%bb%82%cc%8e%a9%97%52%8b%9d%97%4c%8a%ee%8f%80%82%cc%94%46%92%e8%95%fa%91%97%8e%9d%8a%94%89%ef%8e%d0%82%cc%8e%71%89%ef%8e%d0%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%82%f0%92%e8%82%df%82%e9%8f%c8%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

